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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内側底位にスクリューコンベヤー（１２）を配し底面に複数のスリット（３）を設けた
ハウジング（１）、このハウジング（１）の両側面軸方向に設けたシャフト（１９）の少
なくとも両端にスプロケット（２０）を配し、このスプロケット（２０）にエンドレスチ
ェン（６）を掛け回し、このエンドレスチェン（６）間に棹（７）を亘設し、この棹（７
）の上記スリット（３）に対応する位置に鉤（１０）を配設してなる破袋・除袋機におい
て、上記鉤（１０）はスクリューコンベヤー（１２）の縁（１３）を通り抜ける長さであ
り、上記スクリューコンベヤー（１２）の縁（１３）には上記鉤（１０）の衝突を回避す
る切り欠き（１４）を設けてなることを特徴とする破袋・除袋機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、回収されたゴミ袋を破り、ゴミ袋中のゴミを袋から開放し、破ったゴミ袋を
収集する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
回収されてきたゴミは、一般的にはポリエチレン製ゴミ袋に入れられた状態であり、上記
袋詰めされたゴミを、燃えるものと燃えないものとに分別するには、その前段でゴミ袋を
破ってゴミをゴミ袋から開放し、破ったゴミ袋を収集する必要がある。
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【０００３】
上記ポリエチレンのゴミ袋を破り、収集する装置として、移送されてくるゴミ袋に対し、
多数のナイフを取り付けた周回駆動体を接触させて破袋し、ゴミ袋からゴミを開放し、風
力によりポリ袋を回収するものがある。
【０００４】
また最も進んだ先行技術として、図１に示す構造からスクリューコンベヤーを除去したも
の、即ち、部分円筒状の底部を有し、該底部に周方向に所定の間隔で複数条のスリットを
設けたハウジングに対し、上記部分円筒状の底部に沿って周回する少なくとも二条のエン
ドレスチェンに棹を懸け渡し、この棹に、トーションスプリングにより付勢して過度の負
荷がかかると倒れるようにした鉤が、上記スリットを突き抜けて部分筒体の底面に沿って
周回させ、その過程でゴミ袋を引き裂くようにしたものが存在する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記最も進んだものとして存在する先行技術は、投入されたゴミ袋は、はじめは
確実に破袋されるが、投入されたゴミが排出口へ向けて順当に移動せず、同じ場所に滞留
し、滞留しはじめると鉤の爪先がゴミ袋に届かなくなって破袋が不確実になる問題がある
。
【０００６】
上記問題に鑑みこの発明は、袋詰めされたゴミの破袋が確実に行われ、破袋され開放され
たゴミが、投入口から排出口へと確実に送られ、かつ、破袋屑が確実に回収される破袋・
除袋機を提供することを課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するためにこの発明は、所定間隔に複数条のスリットを底部に設けたハウ
ジングと、周回路の一部が上記ハウジングの底部に近接するように設けた少なくとも二条
のエンドレスチェンに棹を懸け渡し、該棹に上記スリットに対応する間隔で軸受けを設け
、該軸受けにスプリングにより付勢された鉤を取付け、該鉤が上記スリットを突き抜けて
ハウジングの底部を通り抜けるようにした破袋手段と、上記ハウジング内に、周縁が上記
鉤に衝突しないように設けられたスクリューコンベヤーとからなり、上記ハウジング内に
設けられたスクリューコンベヤーの外周縁に、上記ハウジング底部を通り抜ける鉤が衝突
するのを回避する切り欠きを設けてなる構成を採用したものである。
【０００８】
上記の如く構成するこの発明によれば、ハウジング内に投入されたゴミ袋は、底部に設け
られたスリットを突き抜けて通り抜ける鉤によって確実に引きちぎられ、鉤に引っかけら
れてハウジング外に掻きだされ、ゴミ袋から開放されたゴミはスクリュウコンベヤーによ
って排出口に向けて強制的に移動する。
【０００９】
このとき、ハウジングの底部を通り抜ける鉤の先端が、スリューコンベヤーの縁に衝突し
ないように配置されており、特にスクリュウコンベヤーの縁が鉤の先端との衝突を回避す
る切り欠きを設けてハウジングの底面に接近して回転するので破袋されて開放されたゴミ
は排出口に向けて強制移動される。
【００１０】
従って、ハウジング内で開放されたゴミが滞留することがなく、確実に破袋が続けられる
。
【００１１】
【発明の実施の形態】
次にこの発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。図１において１は、部分円筒状
の底部２を有し、その部分円筒状の底部２に所定の間隔で複数条のスリット３を設けたハ
ウジングである。
【００１２】
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上記ハウジング１の部分円筒状の底部２で、スリット３の始端と終端に対応する位置で、
かつ、ハウジング１の長さ方向の両端と中間にスプロケット４、２０が回動可能に配置さ
れて、中間ホイール５を介してエンドレスチェン６が部分円筒状のハウジング１の底面に
沿って周回するように掛け回され、該エンドレスチェン６間には一定間隔に棹７が亘設さ
れ、その棹７の長さ方向に、上記スリット３に対応する位置に軸受け８が取り付けられ、
該軸受け８にピン９を介して鉤１０がトーションスプリング１１によって付勢されながら
回動可能に取り付けられている。（図６・７参照）
【００１３】
ハウジング１内にはスクリューコンベヤー１２が配設され、このスクリューコンベヤー１
２の縁１３は、上記エンドレスチェン６と共に周回する鉤１０に対応する部分に切り欠き
１４が設けられ、縁１３と鉤１０とが衝突しないようにしてあり、回転軸１５にはスプロ
ケット等の回転力伝達手段１６を介してモーター１７に繋がれている。
【００１４】
なお、上記縁を切り欠いたスクリューコンベヤーに代えて螺旋部分翼を、回転軸に取り付
けて周回する鉤１０との衝突を回避したスクリューコンベヤーとすることもでき、上記ス
クリューのピッチを下流側にむけて大きくすると、ゴミの排出効果を向上させることがで
きる。また、ハウジングの低部を篩構造とすることもできる。
【００１５】
図２において、ハウジング１の片側長手方向に沿って二個のモーター１８、１８′により
スリップカップリングＳを介して駆動するラインシャフト１９が延び、その両端にスプロ
ケット２０が取付けられ、また、ハウジング１の他側長手方向に沿って従動するラインシ
ャフト１９′が延び、そのラインシャフト１９′の両端にスプロケット４が取付けられて
いる。
【００１６】
各スプロケット４、２０にはエンドレスチェン６が図１に示す中間ホイール５を介在させ
て掛け渡されている。なお、ハウジング１の上流側上部にはゴミの投入口２２が、下流側
には下向に排出口２３が、ハウジング１の上面には蓋体２４が設けられている。
【００１７】
図３において、ハウジング１はフレーム２５に支持されその下部に破袋されたゴミ袋を収
集する空洞２６が設けられ、ハウジング１の部分円筒状の底部２を周回する鉤１０の駆動
関係、即ち、ラインシャフト１９、１９′、スプロケット４、２０およびエンドレスチェ
ン６が具体的に表され、ゴミの投入口２２、蓋体２４が蝶番２７により開閉可能になって
いることも表されている。
【００１８】
図４においては、スクリューコンベヤー１２の縁１３が鉤１０と衝突しないようにした切
り欠き１４の関係を具体的に表し、破袋され鉤１０により引き出されたゴミ袋が空洞２６
でフアン２８の風力で収集される機構を表している。
【００１９】
図５・６・７においては、部分円筒状の底部２に設けたスリット３を突き抜ける鉤１０と
、該鉤１０がエンドレスチェン６および亘設された棹７の状態を具体的に表しており、図
７に示すように部分円筒状の底部２の外面に軌道２９が設けられ、その軌道２９に沿って
エンドレスチェン６が周回し、そのエンドレスチェン６のＬ形部材３０を介して棹７が亘
設され、その棹７に軸受け８が設けられ、この軸受け８にピン９とトーションスプリング
１１を介して鉤１０が付勢されながら回動可能に取り付けられている状態を表している。
【００２０】
図６は図７の側面で棹７に、軸受け８、ピン９、トーションスプリング１１を介して鉤１
０が付勢されながら回動可能に取り付けられている状態を一層具体的に表し、もし、鉤１
０に異常な負荷が働いたとき鉤１０は二点鎖線のように逃げるようになっており、軸受け
８に設けたボルト３１を調整することにより鉤１０の起立姿勢を調整するようになってい
る。
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【００２１】
上記鉤１０は、爪３２が二段に設けられ、その曲がり方も二段になり、鉤１０に異常な負
荷が掛かったとき二点鎖線のように逃げるようになっているが、逃げた状態でも鉤１０の
爪先は部分円筒状の底部２からハウジング１の内部に残っている状態に設定している。こ
れは、破袋されたゴミ袋をハウジング１の外に引き出すのに必要だからである。
【００２２】
なお、図１において、ハウジング１はゴミの投入口２２から排出口２３に向けて傾斜させ
ているのは破袋され開放されたゴミが排出口２３にむけて移動し易くしたもので必ずしも
傾斜させる必要はない。
【００２３】
図８は、スクリューコンベヤー１２に絡みついたゴミやゴミ袋の除去手段を示し、上部フ
レームに櫛状の櫛歯３４を設けてあり、該爪がスクリューに衝突する部分は切り欠いてあ
る。また、スクリューの側面には破袋効果を向上させるための三角翼３５が取り付けられ
ている。
【００２４】
図９は、ハウジング１の底部２′が平らになっているものの例であり、その底面に設けら
れたスリット３を突き抜けて鉤１０が通り抜けるようになっている。また、この例とは逆
に、図３，４のように部分円筒状の底部２に設けたスリット３を突き抜けて鉤１０がこの
図のように水平に通り抜けるようにすることもできる。
【００２５】
図１０は、部分円筒状底部２の底面に沿って複数の回転軸１５′を配置し、この回転軸１
５′をチェンで互いに繋ぎ、それぞれの回転軸に鉤１０を取付けスリット３を通り抜けて
回転するように鉤１０を取付けたものである（上記回転軸は一本でもよい）。なお、この
例は、図９のような平らな底部にも適用することができる。
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、ゴミが詰められた袋の破袋が確実に行われ、袋
詰めから開放されたゴミは、投入口から排出口へと確実に送られ、滞留することがないの
で連続投入されるゴミ袋は次々に直接鉤に引っかけられ破袋され、かつ、破袋されたゴミ
袋は確実に回収される
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に掛かる破袋・除袋機正面内部構造図
【図２】同平面図
【図３】同側面図
【図４】図１のＡ－Ａ断面図
【図５】鉤部分詳細図
【図６】鉤の過負荷逃げ機構図
【図７】図６のＢ－Ｂ断面図
【図８】ゴミ袋除去手段部分斜視図
【図９】他の実施形態の破袋・除袋機内部構造図
【図１０】他の実施形態のハウジング底部詳細図
【符号の説明】
１　ハウジング
２　部分円筒状の底部
３　スリット
４　スプロケット
５　中間ホイール
６　エンドレスチェン
７　棹
８　軸受け
９　ピン
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１０　鉤
１１　トーションスプリング
１２　スクリューコンベヤー
１３　縁
１４　切り欠き
１５　回転軸
１６　回転力伝達手段
１７　モーター（スクリューコンベヤー用）
１８　モーター（鉤駆動用）
１９、１９′　ラインシャフト
２０　スプロケット
２２　投入口
２３　排出口
２４　蓋体
２５　フレーム
２６　空洞
２７　蝶番
２８　ファン
２９　軌道
３０　Ｌ形部材
３１　ボルト（鉤起立位置調整用）
３２　爪
３３　破袋手段
３４　櫛歯
３５　三角翼
Ｓ　スリップカップリング
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